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伊勢市体育施設条例の一部を改正する条例及び伊勢市都市公園条例の一

部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成 25 年２月 12 日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市規則第３号

伊勢市体育施設条例の一部を改正する条例及び伊勢市都市公園条例

の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

伊勢市体育施設条例の一部を改正する条例（平成 24 年伊勢市条例第 24

号）第１条の規定及び伊勢市都市公園条例の一部を改正する条例（平成

24 年伊勢市条例第 26 号）の施行期日は、平成 25 年３月１日とする。
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伊勢市営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成 25 年２月 14 日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市規則第４号

伊勢市営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則

伊勢市営住宅管理条例施行規則（平成 17 年伊勢市規則第 140 号）の一

部を次のように改正する。

別表第１桜木団地の項及び離宮山住宅の項を削る。

別表第２に次のように加える。

別表第３に次のように加える。

様式第１号、様式第３号から様式第６号まで、様式第８号から様式第 19

号まで及び様式第 21 号から様式第 23 号までの規定中「（あて先）」を「（宛

先）」に改める。

附 則

この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。

大湊団地駐車場 伊勢市大湊町 362 番地１ 63 区画

大湊団地駐車場 1,000 円 63 台
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伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。

平成 25 年２月 12 日

伊勢市病院事業管理者 藤 本 昌 雄
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伊勢市病院事業管理規程第１号

伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

伊勢市病院企業職員の給与に関する規程（平成 17 年伊勢市病院事業管

理規程第 16 号）の一部を次のように改正する。

別表第８中待機手当の部を次のように改める。

待機

手当

正規の勤務時間以外の時間にお

いて、救急患者等に対処するた

めに自宅等で待機することを命

ぜられた医師、歯科医師

待機 1 回につき、1,200 円。た

だし、次の各号に掲げる場合に

あっては、当該各号に定める待

機１回につき 10,000 円

(1) 当該月に当番日（休日及

び夜間において入院治療を

必要とする重症救急患者の

医療を確保するため、地域内

の病院群が共同連帯して輪

番制方式により行う事業の

実施日をいう。以下同じ。）

の宿日直勤務が無い場合で

あって、当番日に１月当たり

３回以上待機したとき ３

回目以降の当番日の待機

(2) 当該月に当番日の宿日直

勤務が１回の場合であって、

当番日に１月当たり２回以

上待機したとき ２回目以

降の当番日の待機
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附 則

この規程は、公表の日から施行し、平成 24 年 11 月１日から適用する。

(3) 当該月の当番日の宿日直

勤務が２回以上の場合であ

って、当番日に待機したとき

当番日の待機

正規の勤務時間以外の時間にお

いて、救急患者等に対処するた

めに自宅等で待機することを命

ぜられた薬剤師、診療放射線技

師、臨床検査技師、助産師、看

護師及び准看護師

待機 1 回につき 1,200 円
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伊勢市告示第９号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

西豊浜町小川区自治会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10

項の規定により告示します。

平成 25 年２月７日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 代表者の氏名及び住所

変更前 藤 原 孝 博

伊勢市西豊浜町 3053 番地

変更後 野 呂 勝 治

伊勢市西豊浜町 3683 番地２
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伊勢市教育委員会告示第２号

伊勢市教育委員会会議を次のとおり招集します。

平成 25 年２月 13 日

伊 勢 市 教 育 委 員 会

委員長 中 居 信 明

記

１ 日 時 平成 25 年２月 25 日（月）午後７時

２ 場 所 伊勢市教育委員会（小俣総合支所）２階 第１・２会議室

３ 会議に付する事件

議案第３号 就学等に関する規則の一部改正について
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伊勢市選挙管理委員会告示第１号

平成 25年３月１日現在で調製の公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 22 条

第１項にかかる永久選挙人名簿登録者の縦覧場所を、下記のとおり定めます。

平成 25 年２月４日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 鈴 木 市 郎

記

縦 覧 場 所 伊勢市岩渕１丁目７番 29号

伊勢市役所東庁舎４階

伊勢市選挙管理委員会室

（休日は、本庁舎１階守衛室）

（参 考）

縦 覧 期 間 ３月３日（日）から同月７日（木）までの５日間

（公職選挙法第 23条）
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伊勢市選挙管理委員会告示第２号

公職選挙法（昭和 25年法律第 100 号）第 30条の６第１項にかかる在外選挙人

名簿登録者の縦覧場所を、下記のとおり定めます。

平成25年２月４日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 鈴 木 市 郎

記

縦 覧 場 所 伊勢市岩渕１丁目７番 29 号

伊勢市役所東庁舎４階

伊勢市選挙管理委員会室

※休日は、本庁舎１階守衛室

（参 考）

縦 覧 期 間 ３月３日（月）から同月７日（木）までの５日間

（公職選挙法施行令第 23条の 11）
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伊勢市選挙管理委員会告示第３号

平成 25年１月１日現在で調製の伊勢市農業委員会委員選挙人名簿の縦覧場所を、

下記のとおり定めます。

平成 25 年２月４日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 鈴 木 市 郎

記

縦 覧 場 所 伊勢市岩渕１丁目７番 29 号

伊勢市役所東庁舎４階

伊勢市選挙管理委員会室

（休日は、本庁舎１階守衛室）

（参 考）

縦 覧 期 間 ２月 23 日（木）から３月９日（金）までの 15 日間

（農業委員会等に関する法律第 11 条の規定による、公職選挙法第

23条第１項の読み替え準用及び公職選挙法第 270 条の準用）
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伊勢市選挙管理委員会告示第４号

平成 25年２月 22日任期満了の宮川右岸御薗土地改良区総代選挙について、下記の

とおり執行します。

平成 25 年２月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 鈴木 市郎

記

１ 選 挙 期 日 平成 25 年２月 19 日（木）

２ 投 票 時 間 午前９時から午後３時まで

３ 選挙すべき総代数 30人
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伊勢市選挙管理委員会告示第５号

平成 25年２月 19日執行の宮川右岸御薗土地改良区総代選挙における選挙長の行う

告示は、伊勢市公告式条例によります。

平成 25 年２月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 鈴木 市郎
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伊勢市選挙管理委員会告示第６号

平成 25年２月 19日執行の宮川右岸御薗土地改良区総代選挙における候補者届出書

等の提出場所を、下記のとおり定めます。

平成 25 年２月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 鈴木 市郎

記

提 出 場 所 伊勢市御薗町長屋 1221 番地

宮川右岸御薗土地改良区事務所
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伊勢市選挙管理委員会告示第７号

平成 25年２月 19日執行の宮川右岸御薗土地改良区総代選挙における候補者届出書

等の様式を、下記のとおり定めます。

平成 25 年２月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 鈴木 市郎

記

１ 候補者届出書

公職選挙法施行規則別記第 19号様式のうち添付書類欄を除き横書きとし、こ

れを準用します。

２ 候補者辞退届出書

公職選挙法施行規則別記第 16号様式の 17を横書きとし、これを準用します。
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伊勢市選挙管理委員会告示第８号

平成 25年２月 19日執行の宮川右岸御薗土地改良区総代選挙に用いる投票用紙等に

押すべき印を、下記のとおり定めます。

平成 25 年２月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 鈴木 市郎

記
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伊勢市選挙管理委員会告示第９号

平成 25年２月 19日執行の宮川右岸御薗土地改良区総代選挙における選挙長及び同

職務代理者を、下記のとおり選任します。

平成 25 年２月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 鈴木 市郎

記

選 挙 長 選挙長の職務を代理すべき者

住 所 氏 名 住 所 氏 名

省略 中村 宏 省略 北村 和生
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伊勢市選挙管理委員会告示第 10号

平成25年２月19日執行の宮川右岸御薗土地改良区総代選挙における選挙立会人を、

下記のとおり選任します。

平成 25 年２月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 鈴木 市郎

記

選 挙 立 会 人

住 所 氏 名 住 所 氏 名

省略 小西 久次 省略 山﨑 和男
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伊勢市選挙管理委員会告示第 11号

宮川右岸御薗土地改良区総代選挙における投票用紙の様式を別紙のとおり定めます。

平成 25 年２月 12日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 鈴木 市郎
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伊勢市選挙管理委員会告示第 12号

選挙立会人の変更について

平成 25 年２月 12 日付 伊勢市選挙管理委員会告示第 10 号中の平成 25 年２月 19

日執行の宮川右岸御薗土地改良区総代選挙における選挙立会人を、下記のとおり変更

します。

記

平成 25年２月 19 日に職務を行うべき選挙立会人の変更

平成 25年２月 13日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 鈴 木 市 郎

住 所 氏 名

変更後 省略 西井 幸平

変更前 省略 山﨑 和男

24



宮川右岸御薗土地改良区選挙長告示第１号

平成25年２月19日執行の宮川右岸御薗土地改良区総代選挙における候補者

として、別紙のとおり届出がありました。

平成25年２月13日

宮川右岸御薗土地改良区総代選挙

選挙長 中 村 宏
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届出
受理
番号

届出
月日

届出
の別 候補者

こ う ほ し ゃ

氏名
し め い 性

別
住　　　　　　所 生年月日

満
年
齢

党　派 職　業

1 2.13 本人 北川　源吉 男 省略 S27.5.22 60 無所属 農　業

2 2.13 本人 北村　文一郎 男 省略 S23.8.30 64 無所属 農　業

3 2.13 本人 北村　幸重 男 省略 S27.10.19 60 無所属 農　業

4 2.13 本人 曽野　政成 男 省略 S32.4.24 55 無所属 会社員兼農業

5 2.13 本人 松本　昇 男 省略 S20.5.17 67 無所属 農　業

6 2.13 本人 松月　昭 男 省略 S33.10.21 54 無所属 農　業

7 2.13 本人 森北　利七男 男 省略 S21.8.20 66 無所属 農　業

8 2.13 本人 吉﨑　和生 男 省略 S16.11.13 71 無所属 農　業

9 2.13 本人 渡邉　正道 男 省略 S15.11.7 72 無所属 農　業

10 2.13 本人 大西　幸夫 男 省略 S25.11.27 62 無所属 農　業

11 2.13 本人 大西　安 男 省略 S7.7.7 80 無所属 農　業

12 2.13 本人 中居　弘和 男 省略 S11.11.28 76 無所属 農　業

13 2.13 本人 中西　正則 男 省略 S35.4.13 52 日本共産党 農　業

14 2.13 本人 前村　生 男 省略 S26.2.3 62 無所属 農　業

15 2.13 本人 山﨑　和男 男 省略 S27.3.4 60 無所属 自営業兼農業

16 2.13 本人 山﨑　稔 男 省略 S21.3.7 66 無所属 農　業

17 2.13 本人 世古口　明人 男 省略 S42.6.9 45 無所属 会社員兼農業

18 2.13 本人 世古口　清治 男 省略 S24.2.24 63 無所属 農　業

19 2.13 本人 中居　昇 男 省略 S27.2.8 61 無所属 会社員兼農業

20 2.13 本人 山口　亨 男 省略 S17.2.25 70 無所属 農　業

21 2.13 本人 中西　武男 男 省略 S16.9.20 71 無所属 農　業

22 2.13 本人 中谷　道夫 男 省略 S22.9.4 65 無所属 農　業

23 2.13 本人 奥野　茂 男 省略 S27.5.27 60 無所属 農　業

24 2.13 本人 奥野　正 男 省略 S24.9.22 63 無所属 農　業

25 2.13 本人 奥野　憲生 男 省略 S25.1.19 63 無所属 農　業

26 2.13 本人 西尾　敏 男 省略 S23.3.5 64 無所属 農　業

27 2.13 本人 赤羽根　正信 男 省略 S22.12.2 65 無所属 農　業

28 2.13 本人 藤村　庄司 男 省略 S31.1.15 57 無所属 会社員兼農業

29 2.13 本人 山下　秀和 男 省略 S25.11.6 62 無所属 農　業

30 2.13 本人 安田　政己 男 省略 S22.9.22 65 無所属 会社員兼農業
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宮川右岸御薗土地改良区選挙長告示第２号

平成25年２月19日執行の宮川右岸御薗土地改良区総代選挙において、届出の

あった候補者がその選挙区における総代の定数を超えないため、投票は行いま

せん。

平成25年２月13日

宮川右岸御薗土地改良区総代選挙

選挙長 中 村 宏
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宮川右岸御薗土地改良選挙長告示第３号

平成25年２月19日執行の宮川右岸御薗土地改良区総代選挙における選挙会の

日時及び場所を、下記のとおり定めます。

平成25年２月13日

宮川右岸御薗土地改良区総代選挙

選挙長 中 村 宏

記

１ 日 時 平成25年２月19日（火）午前10時

２ 場 所 伊勢市御薗町長屋1221番地

御薗公民館

28



伊勢市議会告示第１号

伊勢市議会図書室規程の一部を改正する告示を次のように定める。

平成25年２月１日

伊勢市議会議長 杉村 定男
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伊勢市議会図書規程の一部を改正する告示

伊勢市議会図書室規程（平成20年伊勢市議会告示第１号）の一部を次の

ように改正する。

第１条中「第100条第18項」を「第100条第19項」に改める。

第２条第1号中「第100条第16項及び第17項」を「第100条第17項及び第

18項」に改める。

附 則

この告示は、地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律第72号）

附則第１条ただし書の政令で定める日から施行する。
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伊勢市上下水道事業告示第５号

流域関連公共下水道の供用を開始するので、下水道法(昭和 33 年法律第

79 号)第９条の規定に基づき、次のとおり告示します。

その関係図面は、平成 25 年２月 15 日から２週間、伊勢市上下水道部下

水道施設管理課窓口に備え置いて、一般の縦覧に供します。

平成 25 年２月 14 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 供用(下水の処理)を開始する年月日

平成 25 年３月１日

２ 供用(下水の処理)を開始する区域

岡本３丁目、常磐１丁目、浦口１丁目、中島１丁目、磯町、御薗町

王中島、御薗町新開、御薗町上條及び御薗町小林の各一部

３ 供用を開始する排水施設の位置

縦覧に供する関係図面において表示します。

４ 当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び名称

位置 伊勢市大湊町 1126 番地

名称 宮川浄化センター

５ 供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別

分流式

31



伊勢市上下水道事業告示第６号

伊勢市指定給水装置工事事業者規程（平成 17 年伊勢市上下水道事業管理

規程第 17 号）第７条の規定により伊勢市指定給水装置工事事業者から給水

装置工事の事業の廃止の届出があったので、次のとおり告示します。

平成 25 年２月 14 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

指定

番号
事 業 者 名 所 在 地 廃止年月日

99 株式会社大一建設
伊勢市宇治浦田３丁目

35 番 24 号
平成 25 年２月６日
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伊勢市上下水道事業告示第７号

伊勢市指定給水装置工事事業者規程（平成 17 年伊勢市上下水道事業管理

規程第 17 号）第５条の規定により伊勢市指定給水装置工事事業者を次のと

おり指定しましたので、告示します。

平成 25 年２月 15 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

指定

番号
事業者名 所 在 地 指定年月日

326 今井設備
松阪市高須町 3850

番地３
平成 25 年２月 12 日

327
三重シンリョー設備

株式会社

津 市 雲 出 本 郷 町

1805 番地 25
平成 25 年２月 13 日
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伊勢市公告第７号

農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規

定により、次のように農用地利用集積計画を定めましたので、同法第 19

条の規定により公告します。

平成 25 年２月１日

伊勢市長 鈴 木 健 一

「次」は省略し、その関係書類を伊勢市産業観光部農林水産課に備え置

いて縦覧に供します。
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伊勢市公告第８号

住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第８条及び住民基本台帳法施

行令（昭和 42 年政令第 292 号）第 12 条第１項の規定により、次の者の住

民票を職権で消除しましたが、本人の住所、居所等が不明のため通知する

ことができないので、同条第４項の規定により公告します。

平成 25 年２月５日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 職権消除年月日

平成 25 年１月 25 日

２ 職権消除対象者の住所及び氏名

住 所 氏 名

伊勢市一之木４丁目 13 番 20 号 桜井 俊輔
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伊勢市公告第９号

伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例（平成 17 年伊勢市条例第 106

号）第 13 条第１項第５号の規定に基づき、次の者の印鑑登録を抹消しま

したが、本人の住所、居所等が不明のため通知することができないので、

同条第２項の規定により公告します。

平成 25 年２月５日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 抹消年月日

平成 25 年１月 25 日

２ 抹消対象者の住所及び氏名

住 所 氏 名 印鑑登録番号

伊勢市一之木４丁目 13 番 20 号 桜井 俊輔 27237
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伊勢市公告第 10 号

犬の抑留について

次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定

により抑留した旨の通知が三重県伊勢保健福祉事務所長からありましたの

で、同条第８項の規定により公告します。

平成 25 年２月５日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 抑留した犬

２ 抑留した日 平成 25 年２月４日

３ 抑留期限 平成 25 年２月 12 日

４ 連絡先

伊勢市環境生活部環境課（電話 0596-21-5541）

伊勢保健福祉事務所 衛生指導課（電話 0596-27-5151）

番号 捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 常磐町 チワワ 黒茶 雄 小
91 日

以上
首輪あり
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伊勢市公告第 12 号

都市計画を変更したいので、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第

21 条第２項において準用する同法第 17 条第１項の規定により、次のとお

り当該都市計画の案を縦覧に供します。

なお、当該都市計画の案について、同法第 21 条第２項において準用する

同法第 17 条第２項の規定により、縦覧期間満了の日までに伊勢市に意見

書を提出することができます。

平成 25 年２月 15 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 都市計画の種類及び名称

伊勢都市計画道路

３・５・55 号 一之木常磐線

２ 都市計画を定める土地の区域

都市計画の図書において表示します。

３ 縦覧場所

伊勢市都市整備部都市計画課

二見総合支所地域振興課

小俣総合支所地域振興課

御薗総合支所地域振興課

伊勢市立伊勢図書館

４ 縦覧期間

自 平成 25 年２月 15 日（金）

41



至 平成 25 年３月１日（金）

５ 問い合わせ先

伊勢市都市整備部都市計画課 電話 0596-21-5591
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伊勢市教育委員会公告第１号

伊勢市政策意見提出制度（パブリック・コメント制度）実施要綱（平成

17 年 11 月１日施行）第８条第１項の規定により、次のとおり第 2 次伊勢

市食育推進計画（案）に関するパブリックコメントの結果を公表します。

平成 25 年２月 13 日

伊 勢 市 教 育 委 員 会

委員長 中 居 信 明

１ 案の題名

第 2 次伊勢市食育推進計画（案）

２ 案の公告日

平成 24 年 12 月 21 日

３ 提出された意見の概要

別紙のとおり

４ 提出された意見に対する市の考え方

別紙のとおり

５ 案の修正内容

① 修正箇所と理由

・P１９の（２）④幼稚園・保育所等での食育の推進

・子ども向けレシピの紹介を求める意見に対応するため

② 修正

（修正前）

保育所等の給食献立表を配布し保護者への食育に関する情報提供に

つなげます。

（修正後）

保育所等や子育て支援センターにおいて、給食献立表や子ども向け

おやつのレシピなどを配布し、保護者への食育に関する情報提供に

つなげます。

「別紙」は省略し、その関係書類を伊勢市健康福祉部健康課、こども課、

産業観光部商工労政課、農林水産課、教育委員会事務局学校教育課に備え

置いて縦覧に供します。
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伊勢市教育委員会公告第２号

伊勢市政策意見提出制度（パブリック・コメント制度）実施要綱（平成

17 年 11 月１日施行）第８条第１項の規定により、次のとおり第２次伊勢

市子ども読書活動推進計画（案）に関するパブリックコメントの結果を公

表します。

平成２５年２月 13 日

伊 勢 市 教 育 委 員 会

委員長 中 居 信 明

１ 案の題名

第２次伊勢市子ども読書活動推進計画（案）

２ 案の公告日

平成２４年１２月２１日

３ 提出された意見の概要

別紙のとおり

４ 提出された意見に対する市の考え方

別紙のとおり

５ 案の修正内容

なし

「別紙」は省略し、その関係書類を伊勢市教育委員会事務局生涯学習・

スポーツ課に備え置いて縦覧に供します。
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伊勢市病院事業公告第１号

新市立伊勢総合病院建設基本計画を策定したいので、伊勢市政策意見提

出制度（パブリック・コメント制度）実施要綱（平成 17 年 11 月１日施行）

第５条第３項の規定により、次のとおり新市立伊勢総合病院建設基本計画

（案）を公表します。

なお、新市立伊勢総合病院建設基本計画の策定について、次に定めると

ころにより伊勢市に意見を提出することができます。

平成 25 年２月１日

伊勢市病院事業管理者 藤 本 昌 雄

１ 公表する計画案

新市立伊勢総合病院建設基本計画（案）

案は省略し、次項に掲げる場所に備え置いて縦覧に供します。

２ 縦覧場所

(1) 市立伊勢総合病院総合案内

(2) 伊勢市総務部総務課

(3) 二見総合支所地域振興課

(4) 小俣総合支所地域振興課

(5) 御薗総合支所地域振興課

(6) 神社支所

(7) 大湊支所

(8) 宮本支所

(9) 浜郷支所
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(10) 豊浜支所

(11) 北浜支所

(12) 城田支所

(13) 四郷支所

(14) 沼木支所

(15) 伊勢市役所本館１階市民ホール

(16) 伊勢市立伊勢図書館

(17) 伊勢市立小俣図書館

(18) 伊勢市生涯学習センター（いせトピア）

(19) 伊勢市二見生涯学習センター

(20) いせ市民活動センター

３ 縦覧期間

自 平成 25 年２月１日（金）

至 平成 25 年２月 28 日（木）

４ 意見の提出

(1) 意見を提出することができるもの

・ 市内に住所を有する者

・ 市内に事務所又は事業所を有する者

・ 市内に在する事務所又は事業所に勤務する者

・ 市内に在する学校に在学する者

・ 本市に対して納税義務を有するもの

・ 前各号に掲げるもののほか、政策意見提出制度に係る事案に利害

関係を有するもの

(2) 意見の提出方法

氏名及び住所を明記の上、「新市立伊勢総合病院建設基本計画の策

定」に対する意見として、市立伊勢総合病院新病院建設推進課に持参、

46



郵送、ファクシミリ又は電子メールで提出してください。

また、伊勢総合病院総合案内、市役所本館１階市民ホール、各総合

支所地域振興課に設置の意見募集箱へ直接投函して頂いても構いませ

ん。

[提出先]

市立伊勢総合病院新病院建設推進課 市立伊勢総合病院２階

郵送 〒516-0014

伊勢市楠部町 3038 市立伊勢総合病院新病院建設推進課

ファクシミリ 0596－27－2315

電子メール hos-kensetu@city.ise.mie.jp

(3) 意見の提出期限

平成 25 年２月 28 日（木）【必着】

(4) 問い合わせ先

市立伊勢総合病院新病院建設推進課 電話 0596-63-9052
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